
No. 項目 要望内容 ＩＣＡＯ基準・主要国の現状 提案者
全体版の
対応番号

1 耐空証明の有効期間につ
いて

＜法律＞
＜通達＞

★連続式耐空証明を原則
としてほしい

●　航空機は、耐空証明を受けていなければ使用してはならない（航空法第１１条）

●　証明の有効期間は１年が原則であり、飛行機を使用する特定の航空運送事業
者については例外が認められる（連続式耐空証明。航空法第１４条）ものの、その
他の事業者（新規事業者、ヘリ事業者等）は、年に一度、耐空証明を受けるために
機材の運休（一回当たり三～四日間程度）を余儀なくされている。

●　米国においては、連続式耐空証
明が原則とされている。

ＡＤＯ
ＦＤＡ
ＰＥＡＣＨ
ＳＮＡ
NCA

１，２，３，４，
５

2 輸出耐空証明について

＜通達＞

●　航空機を輸出する場合において、輸出先国からの要請があった場合、通達に
従い、輸出用の耐空証明を受ける必要がある（通達「航空機等の輸出のための証
明書類の発行について」）。

●　米国では、輸出耐空証明発行時
に地上試験、飛行試験の実施は求め
られていない。

ＪＡＬ ７

航空会社の要望一覧（集約版）

（略称注）　ＡＤＯ：エアドゥ／ＡＮＡ：全日本空輸／ＦＤＡ：フジドリームエアラインズ／ＪＡＬ：日本航空／ＮＣＡ：日本貨物航空／ＰＥＡＣＨ：ピーチアビエーション／ＳＦＪ：スターフライヤー／ＳＫＹ：スカ
イマーク／ＳＮＡ：スカイネットアジア／ＪＢＡＡ：日本ビジネス航空協会

（注）　本資料はあくまで事業者の当初の要望を要約したものである（事実関係については、当局の認識に基づくものではない）。　なお、ヒアリング等により要望内容を確認した項目については、
内容精査の上、別途説明資料に記述。

耐空証明制度

資料８

1

★航空機の輸出時に改め
て検査を受けなくともよい
こととしてほしい

●　この場合、有効な耐空証明を既に有している場合であっても、改めて書面検
査、地上試験、飛行試験が行われている（上記通達）が、改めて検査を行う必要が
あるか疑問である。

●　なお、連続式耐空証明を有する場合は、飛行試験が免除されるが、単年式の
耐空証明については免除されず、その理由が不明である。

3 耐空証明の検査内容につ
いて（エンジンの機体搭載
前の検査）

＜運用＞

★エンジンを改修する際に
求められる２回の検査を１
回に緩和してほしい

●　航空機のエンジンを交換して改修する場合、新たなエンジンについて、まず航
空機に装着せずに試運転による検査を受け、装備品基準適合証の発行を受けたの
ち、航空機に装着した状態でさらに検査を行う（on wing run）こととされている。

●　このような現行制度下では、二度検査をすることによって改修に時間がかかり、
その間機体を運休しなければならないことから、①逸失利益が発生する、②改修の
促進が妨げられる、という点で好ましくない。

●　安全性について万全を期す、という点で、検査を二度行うこととする制度には納
得するが、状況によっては、検査を一度で済ませられるよう（＝on wing runのみとす
る）、柔軟に対応してほしい。

●　なお、過去に検査をon wing runのみとすることが認められた例がある。

●　米国においては、検査をon wing
run一度のみとすることが認められて
いる。

ＡＮＡ ６５

4 耐空証明の検査内容につ
いて（飛行試験）

＜通達＞

●　通常使用しない機能（ＮＨＦ。例：速度超過時の警報）について、地上での点検
のみならず、およそ年１回、実際に飛行試験を行い、動作確認をするよう求めてい
る（通達「航空運送事業の用に供する航空機の耐空証明の有効期間の設定につい
て」）

●　諸外国においてＮＨＦについての
飛行試験は求められていない。ま
た、航空機製造会社においてすら、
飛行試験においてＮＨＦの確認は行

ＡＮＡ
ＰＥＡＣＨ
ＮＣＡ

２，４，８

＜通達＞

★通常使用しない機能（Ｎ
ＨＦ）については飛行試験
を行わないでほしい

て」）。 飛行試験においてＮＨＦの確認は行
われていない。

※一方、米国においてはＮＨＦに係る
飛行試験が行われているとの情報も
あり。

5 耐空証明の検査内容につ
いて（ＡＤＦ（自動方向探知
機））

＜通達＞

★耐空証明検査における
ＡＤＦの動作確認を不要に
してほしい

●　耐空証明の検査項目に、「ＡＤＦ（自動方向探知機）の動作確認」があり、ＮＤＢ
（無指向性無線標識）の地上基地局の上空を通過してこれを確認することが義務付
けられている（通達「無線通信機器検査要領」）。

●　ＮＤＢ地上基地局は昨今、多くの飛行場において撤去されており、耐空証明の
検査を行う際に遠隔地まで飛行する必要があるため、燃料費等の負担が大きい（あ
る事業者の例：５０万円／回）。

●　不明 ＳＮＡ ９

5-2 更新耐空証明の飛行検査
項目の緩和

＜通達＞

★更新耐空証明検査時の
検査項目を軽減してほしい

●　更新耐空証明検査においては、航空機製造者が設定した検査手順書
（Production Flight Test Procedure（PFTP））等を踏まえ、緊急時に必要となる警報
機能／バックアップ機能など、必要な項目について飛行検査を実施。

●　耐空証明検査における飛行試験は、航空機製造会社がPFTPとは別に設定し
ている検査手順書（Acceptance Test Flight Procedure（ATFP））に基づき実施する
ことを認めてほしい。

― FDA １０

6 耐空性改善通報（ＴＣＤ）制
度について（届出制度）

●　航空機の耐空性に問題がある場合、航空局は、改善方法、改善期限を記載し
た耐空性改善通報（ＴＣＤ）を発出し 事業者が従わない場合には 国土交通大臣

①　既述のとおり、日本では、ＡＤを
参考にＴＣＤが発出されており ある

ＡＤＯ
ＡＮＡ

１１，１２，１４

度について（届出制度）

＜通達＞

★耐空性の改善を航空機
製造国政府が承認した方
法（ＡＤ）に従って行う場合
には届出を不要としてほし
い

た耐空性改善通報（ＴＣＤ）を発出し、事業者が従わない場合には、国土交通大臣
は、改善措置命令を行うこととしている（航空法第１４条の２、通達「耐空性改善通報
の取扱いについて」）。

①　ＴＣＤに記載された改善方法によらず、航空機の製造国政府の承認した同等の
方法（ＡＤ※）で改善する場合には、その旨を届け出なければならないこととされて
おり、その手続きが煩雑である。（通達「耐空性改善通報の取扱いについて」）
②　また、実運用上、ＴＣＤが連休や年末直前に発出されることが多く、改善期限と
の関係上、対応に苦慮することが多い。

※ＴＣＤは、航空機製造国によって発出されたＡＤ（航空機製造会社から航空機不
具合の報告を受けた航空機製造国が発出する耐空性改善通報）を参考に作成され
るため、基本的にはＴＣＤとＡＤの内容は一致するが、稀に異なる場合があり、その
際に航空運送事業者がＡＤの方法を採ることがある。

参考にＴＣＤが発出されており、ある
不具合事象に対する改善方法が２種
類存在することがあり得るが、航空
機製造国である米国においては、改
善方法は複数存在せず（ＡＤのみ。Ｔ
ＣＤはない。）、日本と同様の状況は
生じえない。

③　米国においてはＡＤの法的根拠
が明確である

ＡＮＡ

7 耐空性改善通報（ＴＣＤ）制
度について（テロ対策）

＜運用＞

★テロ対策のＴＣＤに基づ
く航空機材への処置は新
造機の日本空輸後に行わ
せてほしい

●　航空機内の化粧室には、通常、化学酸素発生装置が備え付けられている。

●　当該装置がテロに利用されるおそれがあることから、ＴＣＤ（TCD-7825-2011（化
粧室内の化学酸素発生装置の不作動処置））が発出され、当該装置の不作動処置
が求められているところ、新造機の日本への空輸時（テロのおそれがない状況）に
もこのような処置を施していなければならない旨指導されている。

●　不作動処置を日本への空輸前に実施する場合、航空機製造会社との調整が必
要となり、これが煩雑である。

●　米国においても同様のＡＤが発
出されているが、旅客を搭載していな
い空輸時には不作動処置を施してい
なくともよいこととされている。

ＳＦＪ １３
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8 耐空性を有しない航空機
の使用に係る許可申請手
続について

＜法律＞
＜通達＞

★許可制度を合理化して
ほしい

●　機材の損傷により耐空性を有しないこととなった航空機を使用する場合（例：落
雷で損傷した航空機を修理するため海外に運ぶ）や、国内線用の航空機（国際線と
しての耐空性を満たしていない）を海外から輸送する場合（例：製造後日本に持って
くる）には、国土交通大臣の許可を受けなければならない（航空法第１１条ただし
書）。

●　特に、機材が損傷した場合には、通常、航空機製造会社に意見照会し、ＮＴＯ
（飛行に支障ない旨の意見）を取得しているため、これをもって許可を不要とすべき
ではないか。

●　国土交通大臣が許可をする際、機体の点検などにより安全性を確認しているも
のではなく、基本的に書面のみで審査をしており、許可の必要性がないのではない
かと考えられる。

●　不明 ＳＫＹ
ＡＮＡ
ＳＮＡ

１５，１６，１７

9 【ＢＪ】耐空証明の更新(ビ
ジネスジェット関係)

＜通達＞

★小型機（Ｎ類）について
も連続式耐空証明の対象
としてほしい

●耐空証明の有効期間は原則１年（航空法第１４条）だが、航空運送事業者の整備
体制が一定の基準を満たす場合にあっては、連続式耐空証明が認められている
（大手航空会社以外のT類については、2008年より交付の対象に拡大された。）が、
対象は大型（T類）に限られ、N類については安全性の観点から認められていない。
（通達「航空運送事業の用に供する航空機の耐空証明の有効期間の設定につい
て」）。

＜参考＞
・航空運送事業に使われるＮ類は多い。 近の小型機（１３５オペレーターの場合）
はＮ類で型式証明をとる機体が増加中
・Ｔ、Ｎ等の航空類別はメーカーが型式証明をどの種別でとるかによって決まるもの

●ＩＣＡＯ基準では、一定の整備要
件、また改修・修理に関する耐久性
継続の要件を満たす場合に交付可
能。

●米国ではＴ類、Ｎ類の区別無く、年
次点検又は100時間点検プログラム
に従って整備されている場合、連続
耐空証明が発行される。検査はFAA
認定代理人により行われる（FAR21
Sec.21.181）。

ＪＢＡＡ １９

2

Ｔ、Ｎ等の航空類別はメ カ が型式証明をどの種別でとるかによって決まるもの
である。

Sec.21.181）。

10 【ＢＪ】ヘリコプターの点検
間隔について(ビジネス
ジェット関係)

＜通達＞

★ヘリコプターの耐空証明
を連続式にしてほしい

●ヘリコプターは連続耐空証明の対象に含まれていない。

●ヘリコプターについてもタイムチェック（メーカーが定めた時間ごとに行う点検）と
耐空検査の実施時期が重複することがある。

●タイムチェックのみで、年次の耐空
検査は行われていない。

エクセル
・森ビル

６

11 追加型式設計変更につい
て

＜通達＞

★米国で承認された型式
について、日本では承認
不要としてほしい

●　航空機の設計を変更する手段の1つとしてSTC（Supplemental Type
Certification：追加型式設計変更）という手法がある。STCの利用には、航空機設計
国である米国にSTCを申請・承認後、日本国STCの申請・承認が必要となってい
る。

●　現在米国とは、設計に関する相互承認を認め合う二国間取決めとなるBASAを
締結しており、航空製品の耐空性の証明・試験に関わる相互承認が可能となってい
るが、その具体的な手続きが定められていないため、日米で重複して承認を得なけ
ればならない。

●　不明 ＪＡＬ
ＳＮＡ
ＰＥＡＣＨ

１１１，１３５，
１３６

12 チャイルドシートの型式承
認について

通達

●　日本においては、ハーネスタイプ（背もたれだけのもの、座面だけのもの）の
チャイルドシートの使用が認められていない。

米 認められ る ネ タ プ ド が使 きず 般旅

●　米国においては、ハーネスタイプ
のチャイルドシートの使用が認められ
ている。

ＪＡＬ １６５

型式証明制度

＜通達＞

★米国で認められている
簡易型チャイルドシートの
使用を認めてほしい

●　米国で認められているハーネスタイプのチャイルドシートが使用できず、一般旅
客ご理解をいただくのが困難。

13 予備品証明制度について

＜法律＞
＜通達＞

★「修理品」の予備品もみ
なし証明の対象としてほし
い

★国による予備品証明制
度委そのものを米国並み
に見直してほしい

●　航空機を修理又は改造する場合は、国土交通大臣による検査を受けなければ
ならないこととされているが、重要装備品（エンジン、プロペラ等）について、予め国
土交通大臣の証明を受けた予備品を用いて修理又は改造を行う場合にあっては、
上記検査を受けなくともよいこととされている（予備品証明制度。航空法第１６条、第
１７条）。

●　当該証明は、地方航空局にて現物を確認して行うこととなっており（通達「航空
機及び装備品等の検査に関する一般方針」）、土日には証明を受けられないなど、
突発的な部品需要が発生した際に支障が生じる。

●　また、予備品証明を受けていないものであっても、ＩＣＡＯ締約国が証明した「新
品の」予備品については、予備品証明を受けたものとみなすこととしているが、「修
理品の」予備品については、みなすこととしていない（航空法施行規則第３０条の
２、通達「航空機及び装備品等の検査に関する一般方針」）。

●　「修理品の」予備品に係るみなし制度の導入の要望のほか、承認代行制度の
導入の要望もあり（米国では代行制度により検査を実施することが可能）。

●　米国をはじめ世界的には国によ
る予備品証明制度はない。航空機の
製造会社又は国の認可を受けた修
理会社が、部品に証明書を添付でき
ることとされており、この証明書が添
付された部品については、国の検査
なしに、取り付けることができることと
されている（＝国が直接、修理に関す
る検査をしたり、部品の証明をしたり
はしない）。

ＮＣＡ
ＦＤＡ
ＰＥＡＣＨ
ＳＮＡ
ＪＢＡＡ
朝日航洋

中日本

２０，２１，２
２，２３，２４，
２５，２６，２
７，２８，３３

予備品証明制度

導入の要望もあり（米国では代行制度により検査を実施することが可能）。

14 外国政府による部品の証
明書の確認方法について

＜通達＞

★「true copy」のスタンプ
なしのコピーでの確認を認
めてほしい

●　外国政府の証明を受けた一定の部品については、我が国における予備品証明
を受けたものとみなすこととされている。

●　外国政府の証明を受けたことの確認については、外国政府による証明書の原
本又はスタンプ（「true copy」と記載）つきのコピー（「原本」が原則）を確認することと
されているところ（通達「ＦＡＡＦＯＲＭ８１３０－３についての注意事項」）、原本やスタ
ンプつきのコピーを発行することに、部品製造会社が難色を示すケースがある。

●　ドイツやアメリカにおいては、スタ
ンプなしのコピーでの確認を認めて
いる。

ＳＫＹ １８
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15 予備品証明を受けていな
い装備品を海外で借用す
る場合について

＜通達＞①
＜運用＞②
＜通達＞③

★①部品やその借用先に
係る業務規程記載義務を
廃止してほしい

★②リース会社からも借
用可能としてほしい

★③借用期限を緩和して
ほしい

●　通常、認定事業場においては、予備品証明を受けた部品を使用しなければなら
ないところ、国際線が海外で損傷し、臨時で部品を調達する必要が生じることが考
えられることから、海外の認定事業場において、予備品証明を有しない部品を一時
的に借用して取り付けることが認められている（通達「国際航空運送事業の用に供
する航空機に対して行う予備品証明を有しない重要装備品の本邦外における交換
作業について」）。

①　この場合には、予め、当該認定事業場の業務規程に、借用先や、借用予定の
部品について定めておかなければならないこととされている（業務規程の改正には
国土交通大臣の認可が必要）。

②　また、借用先について、通達上は「航空会社等」とされているにもかかわらず、
運用上は、航空会社のみしか認められておらず、リース会社が認められなかった
（昨年）。

③　さらに、借用期限についても、「主基地に帰還するまでの間」との制限があり（上
記通達に規定）、その緩和が望まれている。

①　事業者は借用先を定期的に
チェックすることにより安全性を担保
しており、予め業務規程などに規定
する必要はないものと思われる。

②　また、借用先に関する制限はな
いものと思われる。

ＡＮＡ
ＮＣＡ
ＰＥＡＣＨ

２９，３０，３
１，３２

16 ＰＭＡ部品（米国の証明を
受けた代替部品）の取り扱
いについて

＜通達＞

★ＰＭＡ部品の使用に係る

●　航空機製造会社が製造した純正品の替わりに、ＰＭＡ部品（航空機製造会社以
外の事業者が製造した部品であって、米国政府がその安全性を認めたもの）を使用
する場合、一定の手続（※）が求められており、これが煩雑である（通達「ＰＭＡ部品
の取扱い」）。

（※）航空機製造会社が作成している「純正品のリスト及び当該純正品に代替可能
なＰＭＡ部品である旨の証明書」の管理 ＰＭＡ部品製造会社の発行するＳＢ（取扱

●　不明 ＮＣＡ ６０
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★ＰＭＡ部品の使用に係る
手続を簡素化してほしい

なＰＭＡ部品である旨の証明書」の管理、ＰＭＡ部品製造会社の発行するＳＢ（取扱
説明書）の 新版を常に入手できる体制の整備等

17 認定事業場の変更認定に
ついて

＜法律＞
＜省令＞

★事業場ごとではなく、事
業者ごとの認定にしてほし
い

★業務規程の変更につい
ては、認可でなくより軽い
手続としてほしい

●　認定事業場について、作業場の追加、取り扱う機材の種類の追加等業務規程
の変更を行う際には、その都度変更の認可を受けることとされている（航空法第２０
条、航空法施行規則第３９条、第３９条の２）。

●　変更認可が必要な範囲の限定や、認可ではなく承認や届出への緩和をしてほ
しい。

●　不明 ＡＮＡ
ＮＣＡ

４５，４６

18 整備規程の認可と業務規
程の認可

＜省令＞

★本省、地方航空局の重
複した認可を整理してほし

●　航空運送事業者は、整備規程を定め、国土交通大臣（本省航空局）の認可を受
けなければならないこととされている（航空法第１０４条）。

●　一方、航空機の整備、点検等を行う場合には、個別の事業場について認定を
受け、また、事業場ごとに業務規程に係る国土交通大臣（地方航空局）の認可を受
けなければならないこととされている（航空法第２０条）。

●　不明 ＰＥＡＣＨ
ＡＮＡ
ＳＦＪ
エクセル
・森ビル

４１，４２，４
３，４４

認定事業場制度

複した認可を整理してほし
い ●　したがって、航空運送事業者が自ら航空機の整備、点検等を行う場合、同一の

内容が記載された整備規程及び業務規程双方の認可を、航空局及び地方航空局
からそれぞれ受けなければならない。

18-
2

整備規程の監督と業務規
程の監督の一元化

＜運用＞

★本社と整備基地の立地
上、監督者が東京航空局
と大阪航空局にまたがって
しまっている現状を改善し
てほしい

●　本社が静岡市にあることから整備規程は東京航空局の審査を、主整備基地が
名古屋にあることから業務規程は大阪航空局の審査を受けることとされてしまって
いるため、審査の窓口を一元化してほしい。

●　不明 ＦＤＡ ４７

19 認定事業場が整備又は改
造を受託する場合の「妥当
性の確認」について

＜通達＞

★「妥当性の確認」を廃止
してほしい

●　航空機の整備等を行う場合には、作業の内容を文書化（作業所の作成）してお
かなければならない（通達「事業場認定に関する一般方針」）。

●　作業書を有する航空運送事業者等から、整備等の業務を受託した認定事業場
が、作業書の提供を受けた場合、受託した認定事業場は自ら当該作業書の「妥当
性を確認」しなければならないこととされている（上記通達に規定）。

●　委託元が自身で作業書を利用する場合には「妥当性の確認」は求められていな
いにも関わらず、委託先では「妥当性の確認」をしなければならないのは理不尽。ま
た、この「妥当性の確認」が具体的に何を指すのかについて、明確な解釈が示され
ておらず 各事業場が各々解釈している

●　不明 ＡＮＡ ３４

ておらず、各事業場が各々解釈している。

20 ＢＡＳＡにより相互承認を
受けた修理方法について

＜省令＞
＜通達＞

★修理場所を認定事業場
に限定しないでほしい

★業務規程に詳細な修理
内容まで記載しなくてもよ
いこととしてほしい

●　ＢＡＳＡ（安全の基準に関する米国との２国間協定）の締結により、航空機やエンジンな
どについて米国が承認した修理設計データどおりに修理する場合、国土交通大臣の検査
が免除されることとなっている（通達「外国との航空安全に関する相互承認協定等につい
て」）。

●　しかしながら、当該修理を行うことができる場所が国土交通大臣の認定を受けた事業
場に限定されている（通達「米国連邦航空局が承認した修理設計データの取り扱いについ
て」）。

●　また、海外事業場の認定は、取得できる者の範囲が限定されており（米国政府の承認
を受けて検査業務を行うことができる者（Company DER）が社員としていなければならない
等）、認定の取得が容易でない。

●　さらに、海外認定事業場の業務規程においては、取り扱う修理設計データの内容を網
羅的に記載しなければならないため、新たな修理設計データを扱うこととなる度に業務規程
の変更認可を受けることが必要となり、煩雑である（通達「米国連邦航空局が承認した修理
設計データの取り扱いについて」）。

●　不明 ＡＮＡ ４８，４９，５０
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21 整備要目を標準より厳しく
設定する場合の許可につ
いて

＜通達＞
＜運用＞

★「ＭＲＢ」「ＭＰＤ」より厳
しい整備要件を定める場
合には「承認」でなく「届
出」としてほしい

●　航空機の製造国政府・製造者が発行するマニュアル（「ＭＲＢ」（大枠）・「ＭＰＤ」
（詳細））に沿った整備要目を定める場合、当局へ届出をすればよいこととなってい
る一方、「ＭＲＢ」や「ＭＰＤ」と異なる整備要目を定める場合には、当局の承認が必
要とされている（通達「整備規程審査実施要領細則」）。

●　そのため、事業者が自主的に「ＭＲＢ」・「ＭＰＤ」より厳格な整備要目を定めた場
合にも承認が必要となってしまい、理不尽である。

●　不明 ＡＮＡ
ＮＣＡ
ＰＥＡＣＨ

５３，５４，５５

22 整備業務の委託先の管理
について

＜通達＞
＜運用＞

★業務委託先の管理につ
いて、整備規程に詳細に
記載しなくてもよいこととし
てほしい

●　航空運送事業者は、航空機の整備業務について委託するときは、委託先の管
理に関する事項等を整備規程（国の認可対象）に定めなければならない等、委託先
に対する管理の徹底が求められている（航空法第１１３条の２、通達「整備業務の管
理の受委託の許可に係る運用指針」）。

●　このため、海外の事業者と契約を行う際に考え方のギャップが生じ、契約締結
に支障が生じる場合がある。

●　整備業務の委託先の管理については、定期的なモニタリングや非定期的な監
査等により、その適正を確保することが可能であり、整備規程に規定する必要はな
いのではないか。

●　委託管理規程に相当するものが
見当たらない。
委託管理は基本的に組織的に行っ
ているものであり、契約に基づいてい
るとの認識。

ＡＮＡ ２４６

23 業務委託先への立入検査
について

●　安全監査において、航空運送事業者の業務委託先の事業者に航空局職員が
立入検査をすることがある。（航空法第１３４条）

●　不明 ＮＣＡ ２４８
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について

＜法律＞

★委託先を立入検査の対
象から除外してほしい

立入検査をすることがある。（航空法第１３４条）

●　業務委託先の海外事業者が、日本の航空局による立入検査に難色を示すケー
スがある。

24 更新検査に航空運送事業
者の職員が同行する慣例
について

＜運用＞

★慣例を廃止してほしい

●　認定事業場の認定の有効期間は２年間とされており、認定の更新に当たっては
更新検査が行われることとされている（通達「事業場認定に関する一般方針」）。

●　当該更新検査において、認定事業場に対して整備業務等を委託している航空
運送事業者の職員が同行するという慣例がある。

●　不明 ＮＣＡ ５２

25 外国航空会社への整備業
務の委託について

＜通達＞

★外国航空会社への整備
業務の委託を可能として
ほしい

●　外国航空会社への整備業務の委託は事実上認められていない（通達「整備業
務の管理の受委託の許可に係る運用指針」）

●　したがって、提携先の外国航空会社へ整備業務を委託したいというニーズが
あっても、現行制度上は不可能。

●　不明 ＡＮＡ ６１

26 １事業場が、２種類の事業
場として認定を受けること
について

●　認定を受けた事業場で整備等を行った場合、当該整備等について、国土交通
大臣の検査を受けなくともよいこととされている（航空法第１９条の２）。

●　不明 ＡＮＡ
ＮＣＡ

３７，３８

について

＜運用＞

★一事業場について自
社・委託先の２つの認定を
受けられるようにしてほし
い

●　海外の一の事業場について、自社の事業場としての認定を受け、事業場を確
保しつつ、場合に応じて委託先に業務を行わせることができるよう、委託先の事業
場としても認定を受けたいというニーズがあるが、一の事業場について、自社及び
委託先の事業場として二重に認定を受けることは、原則として認められない旨指導
されている。

※二重に認定を受けた事例あり（ロサンゼルスの一事業場において、ＡＮＡ、ＵＮＩＴ
ＥＤがそれぞれ認定を受けた事例。）

27 認定事業場の設備につい
て

＜運用＞

★認定事業場の設備は
リースも可としてほしい

●　認定事業場においては、一定の設備を置かなければならないこととされている
が、当該設備が自己所有か、リース等によるものかについて特段の定めはない。

●　しかしながら、「設備は自己所有でなければならない」旨の指導を受け、やむな
くＢ７６７関係の設備（約３００万円）を購入したという事例があった。

●　不明 ＡＮＡ
ＰＥＡＣＨ

３９，４０

28 整備間隔について

＜通達＞

★整備間隔が柔軟にとれ
るようにしてほしい

●　事業者は整備規程（国の認可事項）で各部品ごとに一定の整備間隔を定め、航
空機の整備を行わなければならないこととされており、状況に応じた柔軟な運用が
制限されている（通達「整備規程審査実施要領細則」）。

●　航空機の製造国政府・製造会社
が発行する「ＭＲＢ」・「ＭＰＤ」におい
ては、航空事業者の経験等により、
整備間隔を調整してよい旨定められ
ている。

ＡＮＡ ６２

29 非常信号灯の装備義務に ● 航空機（操縦席）には、非常信号灯（遭難時に位置がわかるように発射する花 ● 米国においては装備が義務づけ ＡＮＡ １２３，１２４，

装備品の搭載義務

29 非常信号灯の装備義務に
ついて

＜法律＞
＜省令＞

★非常信号灯の装備義務
を廃止してほしい

●　航空機（操縦席）には、非常信号灯（遭難時に位置がわかるように発射する花
火のようなもの）を装備しなければならないこととされている（航空法第６２条、航空
法施行規則第１５０条）。

●　非常信号灯は日本で製造する火薬類であり、取り扱いが煩雑である（新造機に
搭載するために輸出する必要があるが、輸出にあたって経済産業大臣の許可が必
要であること等）。

●　米国においては装備が義務づけ
られておらず、その他の国においても
同様の基準は確認されていない。

ＡＮＡ
ＦＤＡ
ＰＥＡＣＨ
ＳＮＡ

１２３，１２４，
１２５，１２６

30 装備義務規定と運用許容
基準の整合性について

＜省令＞

★世界標準である「運用許
容基準」と日本の「装備義
務規定」との齟齬を解消し
てほしい

●　通達により、各事業者は、「装備品等が正常でなくとも運航が許容される基準」
として航空機製造国によって承認されている「ＭＭＥＬ」に従い、「運用許容基準」を
定めることとされている。この運用許容基準の範囲内であれば、装備品が不十分で
あっても、一定の間は、運航することが認められている（通達「整備規程審査実施要
領細則」）。

●　一方、航空法により、航空機は、一定の装備品（高度計、無線電話等）を装備し
ていなければ航空の用に供してはならないこととされており、装備品が不十分な状
態で航空の用に供する場合は、国土交通大臣の許可を得なければならないこととさ
れている（航空法第６０条、６１条及び航空法施行規則第１４５条～第１４９条の３）。

●　したがって、現行制度においては、世界標準に則している運用許容基準に適合
している場合であっても、航空法に基づいて国土交通大臣の許可を得なければ航
空の用に供することができないといった制度上の齟齬が存在する。

●　運用許容基準の考え方は世界標
準である。

ＡＤＯ
ＡＮＡ
ＰＥＡＣＨ
ＳＮＡ

１１８，１１９，
１２０，１２１
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30-
2

運用許容基準の緩和につ
いて

＜通達＞

★航空機製造国でない我
が国の特殊性を考慮し、
「運用許容基準」の期間を
緩和してほしい

●　通達により、各事業者は、「装備品等が正常でなくとも運航が許容される基準」
として航空機製造国によって承認されている「ＭＭＥＬ」に従い、「運用許容基準」を
定めることとされている。この運用許容基準の範囲内であれば、装備品が不十分で
あっても、一定の間は、運航することが認められている（通達「整備規程審査実施要
領細則」）。

●　この「一定の間」は、航空機製造国である他国内での運航を想定して設定され
たものであり、部品を外国から輸入することが基本となる我が国においては、輸入
に日数が余計にかかるため厳しい基準となっている。

●　したがって、上記特殊性を考慮し、修理期限の延長が可能な部品については延
長してほしい。

― アジア航
測

１２２

31 ＡＤＦ（自動方向探知機）の
搭載義務について

＜省令＞

★装備義務を廃止又は米
国の基準と同様の一式に
してほしい

●　 大離陸重量５．７ｔ以上の航空機には、ＡＤＦ（自動方向探知機）を２式装備し
なければならないこととされている。（航空法施行規則第１４５条）

●　ＡＤＦは、ＮＤＢ局から発信される情報を得るための装置であるが、昨今、ＮＤＢ
局は廃止されており、ＡＤＦを使用する場面は少なくなってきているので、ＡＤＦの装
備義務を緩和あるいは廃止してほしい。

●　ボーイング社の基本仕様は１式
となっており、米国の基準は１式とさ
れていると推察される。

ＳＮＡ
ＦＤＡ

１２７，１２８

32 航空機登録証明書、耐空
証明書の原本の搭載義務
について

●　航空機には、航空機登録証明書、耐空証明書を搭載しなければならないことと
されており（航空法第５９条）、写しでは代用できないこととして運用されている。

●　そのため、外国で製造された航空機を日本に運ぶためには、航空会社の社員

●　不明 ＳＫＹ
ＳＦＪ
ＮＣＡ
ＰＥＡＣＨ

２１６，２１７，
２１８，２１９，
２２０，２２１

5

＜法律＞
＜通達＞

★航空機製造国から日本
への輸送の際には、「写
し」でも代用可としてほしい

●　そのため、外国で製造された航空機を日本に運ぶためには、航空会社の社員
が、日本で発行されたこれらの証明書を外国に持ち運び、搭載する必要がある（郵
送の場合、数日余分にかかるため、社員が持ち運んでいる）。

ＰＥＡＣＨ
ＪＡＬ
ＳＮＡ

33 【ＢＪ】装備品(フライト・デー
タ・レコーダー)(ビジネス
ジェット関係)

＜省令＞

★ＦＤＲ装備に関する要件
について、米国と同等にし
てほしい

●5.7t以上の航空機を使用した航空運送事業については、小型機であっても定期
航空運送と同等のパラメーター（速度、高度、風速、エンジンオイル温度など）の記
録保存が必要であり、これに対応可能（ＩＣＡＯ基準と同様）な装置が必要（航空法第
６１条第１項、航空法施行規則第１４９条）。

●米国においては、FAR135でICAO
とほぼ同等のParameterが求められ
ている。ただし、９席以下の航空機に
関してはFDR搭載義務は無い。

●パラメーター数の違いは、例えば
FLIGHT CONTROL関係のセンサー
がＩＣＡＯ（日本）では２タイプ必要だ
が、FAA（米国）ではどちらか片方で
可。というような違いであり、要件は
ほぼ同等である。

ＪＢＡＡ
中日本
朝日航洋

１２９，１３０，
１３７

34 エンジン等の整備につい
て

＜通達＞

●　エンジン等の整備については、オーバーホール（分解整備）を原則としており、
その他の方法による場合は通達（発動機等整備方式指定要領）に基づく指定を受
けなければならない。（航空法施行規則第31条2項）

● 大型機 ジ 等 は 航空機 製造国政府 製造者が定める オ

●　主要国においては、法令上、
オーバーホールを原則としていない
か、あるいはその他の整備方式が定
められているため、指定申請等の手
続は行 な

PEACH ５７

点検

★オーバーホールを原則
としないでほしい。

●　大型機のエンジン等では、航空機の製造国政府・製造者が定めるMPDでオー
バーホールを要求していないにもかかわらず、常に指定を受ける必要があり、その
ための資料作成、申請手続等が負担となっている。

続は行っていない。

35 飛行前点検について

＜通達＞
＜運用＞

★MPDで飛行前点検を要
求していないケースでは、
主要国と同様、飛行前点
検を不要とし、機長の出発
前確認だけにしてほしい。

●　飛行前点検は「一般的保守」に区分されており（通達「航空機の整備及び改造
について」2-2）、そのため「確認主任者」による確認が必要である（航空法第19条1
項）。

●　ただし、「航空機の型式、運航形態、点検項目等から安全の確保に支障がない
と認められる場合」には飛行前点検を機長の出発前確認に代えることを認めている
（通達「整備規程審査実施要領細則」2-2-1）。

●　しかし、航空機の製造国政府・製造者が定めるMPDで飛行前点検を要求してい
ないケースにおいても、「MPDの規程があるという理由だけでは、安全の確保に支
障がないとは認められない」との指導により、確認主任者による飛行前点検が義務
づけられている。

●　ＩＣＡＯ基準では飛行前点検は一
般的保守としての取扱いとはなって
いない（ANＮEX 6 CHAPTER 8に記
載がない）。

●　ＦＡＲにおいても、飛行前点検は
一般的保守として位置付けられてい
ない（FAR Pａｒｔ 43 Appendixに記載
がない）。

●　主要国では、整備点検項目につ
いてはMPDに準拠しており、整備士
による飛行前点検は行っておらず、
機長の出発前確認のみ行っている。

FDA
SFJ
SNA

５６，５８，５９

36 【ＢＪ】整備・改造に係わる
耐空性の確認（ビジネス
ジェット関係）

＜通達＞

★小型機運航会社は整備

●一般的保守（T類、C類の飛行前点検を含む）、小修理は、有資格整備士の確認
が必要となっている。

＜参考＞
Ｔ類：航空運送事業用の飛行機
Ｃ類： 大離陸重量8.6ｔ以下の飛行機（航空運送事業用）
Ｎ類 大離陸重量5 7 以下の飛行機

●ＩＣＡＯ基準では、飛行前点検につ
いては、全ての航空機について操縦
士において実施可能。

●米国では飛行前点検に加え、簡単
な整備作業の一部を操縦士において
実施可能とな ており 運航先での

ＪＢＡＡ ６６

★小型機運航会社は整備
士の体制が整っていない
ため、ＩＣＡＯ基準と同様に
操縦士による飛行前点検
を可能としてほしい

Ｎ類： 大離陸重量5.7ｔ以下の飛行機 実施可能となっており、運航先での
不具合への対応が可能。

＜参考＞
“private pilot certificate”の資格を
以って飛行前点検など“preventive
maintenance” にかかわる確認が出
来る。

37 燃料給油業務の位置づけ
について
 
＜通達＞

★整備ではなく、地上取扱
業務に位置づけてほしい。

●　燃料給油業務は整備（軽微な保守）の位置づけとなっている（整備規程に定め
ることが必要）。（通達「航空機の整備及び改造について」）

●　そのため、燃料給油業務を行うには整備士が必要となる。

●　主要国においては、燃料給油業
務は整備作業ではなく、地上取扱業
務となっている。（運航規程に定め
る）

ANA
PEACH

１６０，１６１

給油
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38 給油中の禁止事項につい
て

＜省令＞

★給油中でも安全面で問
題のない無線設備等の使
用は認めてほしい。

●　給油中の航空機の無線設備又は電気設備を操作してはならない。（空港管理
規則第20条）

●　そのため、給油中のイレギュラー時に地上と通信がとれないといった事象が想
定される。

●　主要国では、特に要件なし。

●　但し、メーカーマニュアルでは、
出力の強いウエザーレーダー、ＨＦ
（短波通信装置）は、近辺で燃料漏れ
があった場合、使用禁止。

ANA １５８

39 旅客在機中の給油につい
て

＜運用＞

★旅客の搭乗・在機・降機
中の給油を認めてほしい。

●　旅客在機中の給油については、「必要な危険予防措置が講ぜられる場合」に限
り、制度上可能。（空港管理規則第20条）

●　しかし、「旅客在機中の給油は原則禁止」という風潮があり、各事業者のＯＭ
（OPERATIONS MANUAL）上にも、在機中給油に関する「原則禁止」の文言がある
ため、実際には通常運航において在機中給油はほとんど行なわれていない。

●　ＩＣＡＯ基準では、旅客の搭乗中、
在機中、降機中の燃料補給による火
災のリスクは、旅客の搭乗していない
飛行機への燃料補給と同じくらいに
低としており、火災が発生するなどの
不測の事態に備えて、予防措置とし
て旅客が緊急避難できる事を確実に
しておく必要な基準を定めることを条
件に、旅客の搭乗中、在機中、降機
中の燃料補給を認めている。

●　FAAでは、在機中給油について
は「安全を確保すること」とし、手順は
各航空会社のOMに設定すればよい
こととしている。

SKY
SFJ
PEACH

１５６，１５７，
１５９

6

●　欧米各国、東南アジアでは、LCC
を中心に在機中給油が行われてい
る。

40 【ＢＪ】成田国際空港におけ
る給油施設について(ビジ
ネスジェット関係)

＜運用＞

★簡単かつ迅速に給油で
きるようにしてほしい

●成田国際空港においては、ビジネス機専用スポットでの給油が不可能であるた
め、燃料搭載時には燃料補給可能なスポットへの移動が必要。

●また、給油は出発前に行うものであり、定期便等と共用のため混雑が見られ、乗
務員の拘束時間が長い。

●中国、香港では給油車を使用。 ＪＢＡＡ １６３

41 機長審査について

＜通達＞

★事業者（査察操縦士）に
よる機長審査の範囲を拡
大してほしい。

●　機長審査においては、国の運航審査官に代わって、航空事業者の審査官（査
察操縦士）による審査が認められているが（航空法第72条）、通達で査察操縦士が
認定・審査を実施できる「機長の範囲」が定められている。（通達「指定本邦航空運
送事業者の指定要領」第5条）

●　具体的には、下記の審査について、運航審査官の審査となる。
・機長昇格時の審査
・認定失効から1年を超える機長の復帰審査
・定年退職時病欠等により認定失効していた者の再雇用に伴う復帰審査
・社内定期審査における不合格者の再審査

●　主要国においては、機長審査は
事業者が実施している。

ADO
ANA
PEACH
NCA

１３８，１３９，
１４０，１４１

資格審査

社内定期審査における不合格者の再審査
42 査察操縦士審査について

＜通達＞

★国による査察操縦士の
審査を合理化してほしい。

①　査察操縦士の指名定期審査は、技能及び路線審査について、それぞれ年1回
実施している。（通達「機長等認定・審査要領」第30条）

②　査察操縦士は2名または機長数の1/30のいずれか大きい方と必要数要件が規
定されている。（通達「指定本邦航空運送事業者の指定要領細則」第9条）

③　複数の事業者を跨ぐ査察操縦士の兼任は認められていない。（平成20年9月30
日付で通達「機長等認定・審査要領」が改正され、条文が削除されている）

①　欧米では査察操縦士の指名定期
審査は、2年に1回実施している。

②③　必要数要件、事業者間兼任に
ついては不明。

ANA １４２，１４３，
１４４

43 乗務員の身体検査基準に
ついて

＜通達＞

★身体検査基準をICAO基
準に合わせてほしい。

①　乗務員の航空身体検査について、ICAOの検査基準より高い基準を設定してい
る。

②　加えて、ICAOにはない加齢乗員（60歳以上）の付加検査基準を設定している。
（通達「航空運送事業に使用される航空機に60歳以上の航空機乗組員を乗務させ
る場合の基準」、「航空身体検査付加検査実施要領」）

●　主要国はＩＣＡＯ基準どおり。 NCA
ANA
PEACH
SNA
ＦＤＡ

６７，６８，６
９，７０，７１

44 加齢乗員の乗員数制限に
ついて

【行政刷新会議取扱項目】

＜通達＞

★加齢乗員の制限を柔軟
にしてほしい

●　国内線、国際線いずれについても、60歳以上の操縦士は1機に1名までと制限さ
れている。（通達「航空運送事業に使用される航空機に60歳以上の航空機乗組員
を乗務させる場合の基準」）

●　米国においては、国内線に限定
して60歳以上の航空機乗組員同士
の互乗は認められている。

ANA
PEACH
NCA
SNA
ＦＤＡ

７２，７３，７
４，７５，７６

にしてほしい。

45 カテゴリー航行資格取得
時の飛行経験要件につい
て

＜通達＞

★米国と同様に1つ上位の
カテゴリーの訓練終了を要
件に、飛行経験要件を免
除してほしい。

●　視界が悪い場合の滑走路への進入においては、視界で分類されたカテゴリー
航行の運航資格が必要となる（航空法施行規則第191条の2）が、資格の取得要件
として、機長飛行時間が設定されている（CATⅠ：100時間、CATⅡ・Ⅲ：300時間。但
し、類似型式の航空機での機長飛行時間があればそれぞれ100時間を50時間、300
時間を100時間に減じることは可能）。（通達「カテゴリーⅠ航行の承認基準及び審
査要領」、「カテゴリーⅡ航行の許可基準及び審査要領」、「カテゴリーⅢ航行の許
可基準及び審査要領」）

●　これにより、ＣＡＴⅠ資格取得時には 短で50時間、ＣＡＴⅡ・Ⅲ資格取得には
短で100時間の飛行経験が必要となっており、特に新機材投入時には各機長が

当該要件を充足するまで、相当日時が必要となり、その間運航が天候に左右され
てしまう。

●　米国では、１つ上位のカテゴリー
の訓練を終了（飛行経験までは必要
としない）していれば、承認を得ようと
するカテゴリーの経験要件を適用外
とする取扱いにしている。
（例）CATⅠの経験要件を免除する場
合はCATⅡまでの訓練を終えている
こと。
＜FAA Exemption NO.5549＞等

ANA １４７

46 二型式機同時乗務時資格
について

＜通達＞

★二型式に同時乗務する
場合の訓練・審査を柔軟
にしてほしい。

●　二つの型式を同時期に乗務することは通達上制限されていないが、その場合
は、それぞれの型式で定期訓練・定期審査（路線審査：年1回、技能審査：年2回）を
受けなければならないと定められている。（通達「運航規程審査要領細則」、「機長
等認定・審査要領」）

●　米国では、FSBレポート（異なる
機種の資格を取得する場合の訓練
規準を定めたレポート）を遵守すれ
ば、それぞれの型式で毎回の訓練・
審査を受ける必要はない。
（例）B777とB787のニ型式乗務
〔Mixed Fleet Flying〕を行う場合、両
機種で（定期）技能審査〔Proficiency
Check〕を実施する必要はなく、どちら
かの機種で審査を交互に実施すれ
ば良い。

ANA １４９

ば良い。
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47 型式限定資格取得時の実
地試験について

＜通達＞

★型式限定資格取得時の
実地試験を合理化できな
いか。

●　型式限定資格取得時の実地試験においては、初めに限定変更試験に準じた
「操作技術の定着度の判定」を行い、その後通達に定める実技試験を行うため、実
質2回試験を受験するような制度となっている。（通達「操縦士実地試験実施基準細
則」）

●　主要国は、試験は1回と推測され
る。

ANA ８９

48 操縦士実地試験の試験科
目について

＜通達＞

★実地試験の科目を事業
者の運航に則した内容に
してほしい。

●　ライセンスごとに一律の基準(操縦士実地試験実施基準)が設定され、以下のよ
うにエアラインの旅客便には適切でない試験科目も含まれている。

①「計器進入方式の内、試験で実施した以外の非精密進入方式の訓練を確認す
る」という試験項目に含まれるADF進入（現行の運航上で行われることはない）
②急旋回（Steep turn）
③失速と回復操作（Stall recovery）

●　欧米では、Practical Test
Standardによらず、事業者が定めた
試験の実施が可能。
・FAA AQP（Advanced Qualification
Program）/　AC120-54A
・EASA　ATQP（Alternative Training
and Qualification Program）　/
NPA-OPS 39A JAR-OPS 1 Omnibus

ANA ９０

48-
2

諸外国と同様のMPL規則・
要領の制定

＜省令＞
＜通達＞

★規則 要領作成にあたっ

●　国際民間航空条約附属書に創設された操縦士資格である「准定期運送用操縦
士」を導入し、２人操縦機（エアライン機）の操縦に関する訓練を重点的に実施する
ことにより、安全性の更なる向上を図りつつ、エアライン機の副操縦士を効率的に
養成し、操縦者の安定的な確保を図ることとされている。

●　平成24年4月1日施行に向けて、現在、関連通達制定作業が行われているとこ
ろ

●　EASA, TCCA 等でMPL関連規則
を制定している。

ＡＮＡ ８５

7

★規則・要領作成にあたっ
て調整してほしい

ろ。

●　現在、改正中のMPL関連の省令・通達に関し、今後とも、航空会社と議論、調
整していただきたい。

49 実機試験のシミュレーター
化について

＜通達＞

★シミュレーターを利用で
きる試験の資格範囲を拡
大してほしい。

●　実地試験において、実機に代えてシミュレーターを利用した試験は認められて
いる（航空法施行規則第46条の2）ものの、基本的に実機における訓練・試験が必
要とされている。

●　具体的に、乗務員が2人必要な飛行機の限定資格を初めて取得（副操縦士に
昇格）する者はシミュレーターのみを利用した試験の対象外となっている。
（通達「模擬飛行装置のみを使用して行うことができる航空従事者技能証明の実地
試験について」）

●　欧州、少なくともルフトハンザは
副操縦士昇格時の実地試験をシミュ
レーター化。（但し、着陸経験など実
機慣熟の要件あり）

●　なお、レベル D フライトシミュレー
ターは、Zero Hour Flight Training
Device と呼ばれており、実機で訓練
や審査を行うことなく、操縦技量を量
る精度を持っていることが広く世界で
認められている。

ANA
PEACH

８６，８７

50 シミュレーターの認定検査
について

＜運用＞

★シミュレーターの認定検
査を終了したら、認定書の
発行を待たず即日使用可
としてほしい

●　シミュレーターの新規認定検査、臨時検査時に、検査終了から認定書発行まで
に2～4週間掛かっており、この期間はシミュレーターを使用できない（更新の定期検
査については、認定書発行によらず継続使用が認められている）。

●　FAAでは、検査官が検査終了後
に直ちに認定書にサインをすることで
その日から使用が可能。

JAL １０５

としてほしい。

51 運航管理者の受検資格に
ついて

＜通達＞
＜運用＞

★訓練学校の卒業生は、
実務経験を不要としてほし
い。

●　運航管理者資格を取得するための技能検定を受験するには、1年又は2年の実
務経験が必要。（航空法施行規則第167条）

●　運航管理者の訓練学校を卒業した者についても、同様の実務経験が必要とさ
れている。

●　ICAO Annex1 4.6.1.3.1
・操縦士（航空運送事業）経験2年以
上。
・航空事業に関わる気象業務従事者
経験2年以上。
・航空交通管制官等の実務経験が2
年以上。
・運航管理のアシスト業務の経験1年
以上。
・当局より認可を受けた教育訓練を
履修。

●　主要国はＩＣＡＯ基準に準拠。

NCA １０１

52 運航管理者の訓練につい
て

＜通達＞

★運航管理者の訓練につ
いて合理化してほしい。

●　運航管理者の訓練については、航空法施行規則第214条に基づき運航規程に
定め、さらに詳細については運航規程付属書に定めているが、その内容について
は運航規程審査要領細則のほか、カテゴリー航行の通達（※）等、種々の通達にて
細かく要求されている。
（※）通達「カテゴリーⅠ航行の承認基準及び審査要領」・「カテゴリーⅡ航行の許可
基準及び審査要領」・「カテゴリーⅢ航行の許可基準及び審査要領」

●　ここでは、運航管理者に対し、運航乗務員と同等の知識付与が求められ、過剰
と思われる。

●　運航管理者Licence取得には
Approved Trainingを終了しているこ
と。（ANNEX 1　4.6.1.3)

ＡＮＡ １０２

53 整備士資格について ● 各社の認定事業場における「確認主任者 （航空法第19条1項で要求される整 ● ＩＣＡＯ基準においては 機種限 ANA ９４ ９６53 整備士資格について

＜法律＞
＜省令＞

★整備士国家資格につい
ては、欧米と同様、機種限
定等のないベーシックな資
格とし、機種毎の整備士資
格については事業者に委
ねてほしい。

●　各社の認定事業場における「確認主任者」（航空法第19条1項で要求される整
備の 終確認者）資格取得時に、航空整備士資格が要件となっている。（航空法施
行規則第35条）

●　一方、航空整備士資格については、航空機の種類・型式ごとの資格認定（「技
能証明の限定」）となっている。（航空法第25条）

●　そのため、各機種ごとに国家資格である航空整備士資格を都度取得後、各社
の社内（認定事業場）ルールにて確認主任者資格を付与しており、複数の機材の確
認主任者資格取得には相当の時間が必要となる制度運営となっている。

●　ＩＣＡＯ基準においては、機種限
定のない資格を設け、検査・確認を
可能としているが、実態としては加盟
各国の法規に委ねられている。

●　EASA・FAAなど主要組織の制度
では、ベースとなる知識・技量を求め
る資格（機種限定なし）を設け、深度
ある業務範囲に関しては認定事業場
の責任の中で要員を養成し、品質保
証体制を構築している。

ANA
PEACH

９４，９６

53-
2

確認主任者資格の経験要
件について

＜省令＞

★確認主任者の経験要件
を緩和してほしい。

●　各社の認定事業場における「確認主任者」（航空法第19条1項で要求される整
備の 終確認者）資格取得時に、３年以上の経験を要するとされている。（航空法
施行規則第３５条）

●　運航整備の場合、1年程度の経験で十分に業務が可能である。

●　不明 FDA ５１
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54 整備士国家資格の試験科
目について

＜通達＞

★実地試験に使用する機
材を主要国と同等の簡素
なシミュレーターにしてほし
い。

●　整備士国家資格試験における実地試験科目のうち、動力装置の操作項目にお
いて、実機又は高レベルのシミュレーターを使用している（通達「航空整備士実地試
験要領」）ため、訓練、試験の実施に多大なコストを要している。

●　主要国では、一般的に整備士国
家資格試験において、実機又は高レ
ベルのシミュレーターを使うことはな
い。

ANA ９７

55 外国整備士資格の同等認
定について

＜通達＞

★同等認定を受けた外国
籍整備士が国内の認定事
業場で働けるようにしてほ
しい。

●　外国整備士資格の同等認定については、海外の認定事業場においてのみ認
められており、同じ事業者内であっても、国内の認定事業場においては認められて
いない。（通達「事業場認定に関する一般方針」3-1(4)）

●　不明 PEACH ９５

56 ICAO締約国の授与した資
格証書の扱いについて

＜通達＞

★ICAO条約締約国発行

●　ICAO条約締約国発行の技能証明保有者については試験の免除が認められて
いる（航空法第29条）が、技能証明によっては試験が一部免除されないものが通達
で定められている。（通達「国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した
航空業務等の技能に係る資格証書を有する者に対する取扱い」）

●　FAAに準拠した国はFAAライセン
スをそのまま受け入れている例もあ
る。

ＡＮＡ
NCA
JAL
SNA
朝日航洋

７７，７８，７
９，８０，１００
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★ICAO条約締約国発行
の技能証明保有者につい
ては、例外なく試験を免除
してほしい。

57 指定養成施設における国
の試験の代行について

＜運用＞

★共同事業体以外の航空
従事者に係る試験につい
て、指定養成施設で代行
可としてほしい。

●　事業者が保有する指定養成施設においては、航空従事者に係る国の試験の一
部または全てを代行できる（航空法第29条）が、当局指導により共同事業体の要員
にしか適用できない。

●　主要国では、CAE等の訓練会社
がEASA・FAAなど主要組織の制度に
合致する訓練を提供し、各国の資格
者養成を受託している。

ANA
PEACH

９２，９３

58 【ＢＪ】機長資格の要件

＜法律＞

★小型機のオンデマンド・
チャーターにおける機長の
資格要件を米国並みに緩
和してほしい

●操縦に2人を要するものとして指定されている航空機で、航空運送事業を行う場
合、機長については定期運送用操縦士の資格(ATPL) が必要（航空法２８条）。

→ビジネスジェットとして使用されるクラスの機材は、ほぼ「操縦に2人を要する航空
機」

→自家用機として運航するのであればＡＴＰＬが不要であるが、定期・不定期にかか
わらず事業用で運航する場合はＡＴＰＬが必要

→１人で操縦可能な航空機の機長として航空運送事業を行う場合は、ＡＴＰＬより要
件の軽い資格（ＣＰＬ：事業用操縦士）で可能

●ＩＣＡＯ基準では、操縦に2人を要す
る航空機の機長として、航空運送事
業を行う場合、定期運送用操縦士の
資格(ATPL) が必要。

●米国では機体のサイズに関係な
く、ターボジェットについては、例外な
くＡＴＰＬが必要だが、ターボジェット以
外の航空機に関して、客席数９席以
下の航空機については、一定の経
験、資格要件を満たせば事業用操縦
士の資格(CPL)でも可としている

JBAA １５２，１５３

士の資格(CPL)でも可としている。
59 【ＢＪ】機長要件の維持

＜通達＞

★小型機を専用で扱って
いる事業者について、査察
操縦士制度を認めてほし
い

●機長要件（航空法第72条第5項）については、能力維持の観点から毎年２回、国
土交通大臣（もしくは、国土交通大臣が指定した航空運送事業者（指定本邦航空運
送事業者（航空法施行規則第164条の4,5,6）））の審査（技能・路線）を受ける必要が
ある（運航規定審査要領6-1-3）。

●指定本邦航空運送事業者については、当該事業者が機長の審査を行えるが、小
型機を専用で取り扱っている航空運送事業者が指定を受けるにはハードルが高い
（教育施設シミュレーター、視聴覚教材コクピットを模擬した教材の整備など）。

●米国では、技能・路線審査は、そ
れぞれ年１回、当局又は当局の承認
を受けたCHECK PILOTにより実施さ
れる。

朝日航洋 １４５

60 CAT-Ⅰ運航に係わる基準
（飛行精度に関わる基準）

＜通達＞

★ＣＡＴ－Ⅰ運航に係る基
準を廃止してほしい

●CAT-Ⅰ運航に関して特別な基準(地上装置、機上装置、乗り組み員の訓練及び
審査等)が課せられている（通達「カテゴリーⅠ航行の承認基準及び審査要領」）。

●諸外国では、CAT-Ⅱ運航以上の
場合に限定して特別な基準を設けて
いる。

●米国の場合、CAT-Ⅰ運航が特別
な運航として見なされておらず、基準
に関する記載がFAR本文に無い。

ＪＢＡＡ
ＦＤＡ

１７７，１８８

61 【ＢＪ】海外のフライトシミュ
レーターの当局認可（ビジ
ネスジェット関係）

＜運用＞

★海外のフライトシミュ

●パイロットが海外のフライトシミュレーターを使用した訓練・審査を受けるには、海
外のシミュレーターを国土交通大臣が認可する必要があるが、現状、認可数は限
定的（試験官が現地に赴き、許可を出す必要あり）（航空法施行規則238条の2）

●国内・海外のシミュレーターの認可基準に差はない。

●小型機のフライトシミュレ タ は日本国内には殆どない

●諸外国においても日本と同じ状
況。

●米国では、ビジネスジェット機体数
が多いため、シミュレーターの許可数
も多い。

ＪＢＡＡ
中日本
朝日航洋

１０７，１０８，
１１０

★海外のフライトシミュ
レーターの当局認可を増
やしてほしい

●小型機のフライトシミュレーターは日本国内には殆どない。
●ＦＡＡが承認したシミュレーターに
対して、他国が認可したものがある。

62 【ＢＪ】同一路線の多頻度
運航に係る運航管理者、
機長の要件(ビジネス
ジェット関係)

＜通達＞

★小型機によるオンディマ
ンド・チャーターにおいて、
同一路線多頻度運航の場
合でも運航管理者の資格
要件等を緩和してほしい

●同一路線において、30日で15便以上の運航を行う場合、オンディマンド・チャー
ターであっても定期便と同様に、運航管理者は運航管理者技能検定の資格を必要
とし、また、機長は必要な知識及び能力を有することについて、航空局の認定を受
ける必要がある（通達「運航規定審査要領細則　2-4(1)b②ロ（注）」）。

●米国ではFAR119.3、21、23等で運
航、事業形態が細かく定義、分類さ
れており、定期便扱いされない。

例）オンデマンド運航
出発時間や運航期間が顧客との交
渉に基づいて行われる以下のような
有償旅客輸送（FAR135が適用され
る）
・客席数19席以下で重量6000lbs未満
の航空機によるプライベート運航
・客席数30席以下で重量7500lbs以下
の飛行機による共用運航
・ヘリコプターによる運航

ＪＢＡＡ １０４
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63 【ＢＪ】ヘリコプターのパイ
ロット規程について(ビジネ
スジェット関係)

＜省令＞

★ヘリコプターの特性に
合ったパイロット規定を許
可してほしい

●パイロットの規定や運航管理の規定について大型機と同様の基準となっている。

●例としてIFR運航を行うと仮定した場合、現行の制度ではパイロットが２名必要と
なり、乗客の数を減らさざるを得なくなる為、採算性を上げる事が困難。

●不明 エクセル
・森ビル

１７１，２０５

64 運航管理施設の開設につ
いて

＜省令＞

★運航管理施設の開設は
届出可としてほしい。

●　事業者の新基地開設時には事業計画の変更認可を義務づけている。（航空法
第109条、航空法施行規則第210条、第220条の2）

●　そのため、認可申請のための負担が発生している。

●　不明 ANA １８１

65 委託先変更時の運航管理
施設の検査について

＜通達＞

★ 委託先変更による運航
管 施 変

●　運航開始後に地上取扱業務の委託先の変更をする場合、運航管理施設等の
実地検査を行うことになっている。（通達「運航管理施設等の検査要領」）

●　委託先の倒産等、相手都合で契約が終了する場合、現行の認可手続きに従う
と、検査スケジュール調整を含めて認可変更に１ヶ月程度要する可能性があり、契
約上の事前通知期間内に委託先変更を完了しない場合、運航継続のリスクと成り

●　米国、香港、韓国において、運航
開始後に発生する地上取扱業務の
委託先変更は航空当局の認可対象
ではなく、各企業の自主管理とされて
いる。

NCA １６２

運航

9

管理施設の変更時には、
国の実地検査を行わず、
届出としてほしい。

得る。

66 大離陸重量の変更回数
制限について

＜通達＞

★ 大離陸重量の変更回
数の制限を無くしてほし
い。

●　航空機の 大離陸重量（ＭＴＯＷ）については3種類まで設定が認められている
が、それぞれについて変更は1回限りに制限されている。（通達「航空運送事業の用
に供する航空機の 大離陸重量の変更について」）

●　ＩＣＡＯ基準・主要国のいずれも、
FLEX MTOWの制度はない。

ANA ２２７

67 速度制限について

＜省令＞

★速度制限は空域に応じ
て柔軟に設定してほしい。

●　高度１万フィート以下は全て 大250ノット以下に制限されており（航空法施行規
則第179条1項）、空域に応じた速度制限設定がなされていない。

●　ＩＣＡＯ基準では、Class A, B ,C
Airspace（混雑空域）においては250
ノット速度制限の適用なし。

●　主要国についても、空域に応じ、
柔軟に設定されている。

ANA ２０８

68 乗務時間制限について

＜通達＞

★国内運航における乗務
時間制限（8時間）を緩和し

●　国内運航の乗務時間については、連続24時間以内で8時間（国際運航は12時
間）と制限されている。（通達「運航規程審査要領細則」）

●　不明 ANA
FDA

１７９，１８０

てほしい。

68-
2

機長の飛行地域要件及び
空港要件に係る規定の見
直しについて

＜運用＞

★社内規定ををシンプル
に整理したい

●　航空会社は、飛行の区間等に応じて、当該飛行区間等を運航する航空機乗組
員に必要な知識を付与する方法を定めなければならない。

●　路線ごとに必要な知識及び経験の付与は航空会社が自ら担保する制度となっ
ており、社内規定で機長として乗務する場合は空港要件及び飛行地域要件を充足
しなければならないとしている。（運航規定審査要領細則）

●　社内規定により詳細な要件を定めているが、国の基準に準拠して規定の整理
を行いたい。

― ＮＣＡ １８６

69 ＥＴＯＰＳ運航の承認につ
いて

＜通達＞

★ETOPS運航の承認に係
る要件の緩和、審査期間
の短縮を図ってほしい。

①　エンジンが二機装備された航空機による長距離進出運航（「ETOPS運航」：エン
ジンが一機不作動となった場合に着陸可能地点から60分超の経路を通る運航）に
ついて、飛行機とエンジンの組み合わせによる 大飛行時間の承認を路線毎に取
得する必要がある。（通達「双発機による長距離進出運航実施承認審査基準」）

②　当該承認が必要となる路線展開には相当期間が必要とされており、新機材を
使用する場合には承認まで１～2年が必要となっている（新機材でなければ、飛行
機とエンジンの組み合わせの経験により軽減措置あり）。

①　米国では、240分以内のETOPS
については、特段路線ごとの承認は
不要。 大飛行時間での承認となっ
ている。

②　不明

ANA
PEACH
JAL

１７３，１７４，
１７５，１７６

70 GPSを主要計器とした運航
について

＜通達＞

ジ

●　既存の経路はレーダー及び航空保安無線施設がカバーしている範囲でしか設
定できず、GPSを主要計器とした経路設定は認められていない。（通達「GPSを計器
飛行方式に使用する運航の実施基準」）

●　2010年度から各エアラインの参加を得てGPSを主要計器とする評価運用（実証
が

●　ICAOが取りまとめているマニュア
ル(PBN Manual)でGPSを主要計器と
した運航に関する記載がある。また、
GPSの利用を前提とした進入方式等
も設定されている。

JAL
FDA

１８３，１８４，
１８５

★評価運用のスケジュー
ルを明示し、結論を早期に
出してほしい。

実験）が行われている。
●　米州、豪州、東南アジアではGPS
を主要計器とした運航を実施してい
る。

71 特別航行に係る機材の申
請について

＜通達＞

★当該申請手続の合理化
を図ってほしい。

●　現行制度上、新造機の受領時には、機材毎に特別航行（RVSM、RNAV、
CPDLC、CATⅡ、CATⅢ、ETOPS）に必要な機上装置が当該新造機に搭載されて
いる旨の資料を添付し、許可申請を行っている。（通達「RVSM航行の許可基準及び
審査要領」ほか）

●　同一の設備を搭載した同一機種を順次受領する場合にあっては、受領する毎
に申請を行うのではなく、まとめて申請できるようにすること、また電子申請（または
メール、郵送でのやり取り）を可能にすることにより合理化することが望まれる。

●　不明 ＡＮＡ １６４

71-
2

ＲＮＡＶを利用した効率的
な飛行方式について

＜通達＞

★成田空港における一定
のＲＮＡＶ飛行方式の導入

●　現在の飛行方式は、非効率な飛行方式につながるため、技術をより有効に活
用するように更新する必要がある。

●　新たなＲＮＡＶベースの飛行方式に騒音防止手続とほかの空港に根差した特別
な飛行手順を統合する。
　例：34L/Rギアダウン手続

●　不明 成田ＡＯＣ ２０９
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71-
3

RNAV基準について

＜通達＞

★RNAV運航に係る承認
基準を緩和してほしい。

●　通達「RNAV航行承認基準」は、以前の航空路における航法制度が指定されて
いないRNAV運航に適用するために発行されたものであり、航法制度がきめ細かく
規定されていないため、RNAV Approachのような高精度を要する運航にそぐわない
内容となっている。

●　また、同通達はGPSに関する規程がないため、実質的にＧＮＳＳ（衛星航法）に
よるRNAV Approachが実施できないこととなっていることから、同通達を廃止願いた
い。

●　不明 FDA １８２

72 運航業務の管理の受委託
について

＜通達＞

★国際線における単純な
業務の受委託について、
要件を緩和してほしい。

●　国際線運航業務の管理受委託において、許可基準が業務毎に要件が細分化
して規定されていないため、単に情報伝達業務やデリバリー業務など単純な業務で
あっても厳しい要件が求められる。（通達「業務の管理の受委託の許可実施要領」、
「運航に関する業務の管理の受委託に係る許可の運用指針」）

●　不明 SFJ １６７

73 チャーター運航計画書の
提出期限について

＜運用＞

★チャーター便について運
航計画書の認可手続期間
を短縮してほしい。

●　チャーター運航計画書について、原則として運航月の前月20日までに事業課に
提出している。

●　主要国では、運航日の2-7日前
が主流

NCA １６９

10

を短縮してほしい。
74 チャーター便運航に伴う手

続について

＜運用＞

★チャーター便の運航申
請時に、当局への事前説
明を省略してほしい。

●　チャーター便の運航においては、運航・整備の社内規程に則り、運航計画書提
出のタイミングに合わせて、航空局安全部に対し、乗入地での運航・整備体制（就
航地生産体制）について事前説明を実施している。

●　主要国では、チャーター便実施に
係る就航地の生産体制については、
運航者の自主管理とし、航空当局へ
の運賃及び運航計画等のみファイル
する。

NCA １７０

74-
2

空港運用時間の延長

＜運用＞

★空港運用時間を柔軟に
してほしい

●　各空港毎に運用時間が制限されており、原則として運用開始時刻３０分後か
ら、運用終了時刻３０分前までに運航ダイヤを設定する必要がある。

●　また、実運航上も運用開始時間、終了時間の遵守が厳しく求められており、天
候などの自然条件などを除いて早発や遅延が原則として認められない。

●　したがって、①各空港の運用時間制限の見直しを御願いしたい。②特に、開始
時間、終了時間の運用について、自然条件などに限らず、機材故障等によるスケ
ジュール変更や突発的なフェリー運航に柔軟に対応いただきたい。

●　不明 ＦＤＡ ２３２

74-
3

他社機材のリース手続き
の簡素化

＜通達＞

★他社機材をリースする
際に必要な手続きを簡素

●　他社から機材を借りる際、マニュアルの整備などの体制整備に非常に煩雑な手
続きが必要とされており、準備に時間を要することから、突発的な機材需要に対し
て短期間で対応できないため、当該手続きを簡素化してほしい。

●　不明 ＦＤＡ ２４７

際に必要な手続きを簡素
化してほしい

75 【ＢＪ】5.7t以上の運航に関
する運航管理者の配置基
準(ビジネスジェット関係)

＜省令＞

★小型機によるオンディマ
ンド・チャーターにおける、
運航管理者の要件につい
て米国並みに緩和してほ
しい

●5.7t以上の航空機を使用して行う航空運送事業の運航管理には、運航管理者技
能検定に合格した者が行う必要がある（航空法第77条、施行規則第166条の6）。

＜参考＞
「運航管理者」の業務：　飛行計画の作成、燃料計算、気象情報・無線施設の運用
状況等の確認など

●米国では、19席以下の小型機によ
る運航については、運航管理を行う
者に運航管理者の資格を必要として
いない（運航管理業務そのものは必
要であるが資格は必要ない）。

ＪＢＡＡ １０３

76 事故情報の報告制度につ
いて

＜省令＞
＜通達＞

★事故情報の報告対象範
囲を欧米並に縮小してほし
い

●　航空機の墜落等の事故が発生した場合やそのおそれがあった場合、機長はそ
の旨を国土交通大臣に報告しなければならないこととされている（航空法第７６条、
７７条）。

●　報告事項にエンジン内部の小規模な破損が含まれているなど、諸外国の制度
における報告事項に比して対象範囲が広く、軽微な案件についても報告義務が課
されている（航空法施行規則第１６５条の３、第１６６条の４）。

●　ＩＣＡＯや米国では、エンジン内部
の小規模な破損は報告対象になって
いないなど、我が国における報告対
象より範囲が狭い。

ANA
SNA
ＰＥＡＣＨ

１９８，１９９，
２００

77 不具合情報の報告制度に ● 航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす 定の事態が生じた場合 航空 ● ＩＣＡＯ第８附属書において 耐空 ＡＮＡ １９６ １９７

事故情報・不安全情報の報告制度

77 不具合情報の報告制度に
ついて

＜通達＞

★重複した報告制度を整
理してほしい

●　航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす一定の事態が生じた場合、航空
運送事業者は国土交通大臣に報告しなければならないこととされている（ＡＳＩＭＳ。
航空法第１１１条の４）。

●　一方、ＩＣＡＯに基づき定められた通達においては、航空機に係る一定の不具合
について、航空局及び航空機設計者に報告しなければならないこととされている
（通達「航空機に係る不具合の報告・通報について」）。

●　ＩＣＡＯ第８附属書において、耐空
性を継続していく上で支障となるよう
な機材の欠陥、機能不良、その他の
不具合が発見された場合、これに関
する情報を当該型式機の設計者に
提供するよう規定（partⅡpara.4.2.3.f）

ＡＮＡ
ＳＮＡ

１９６，１９７

78 不具合情報の報告制度に
ついて（各論）

＜通達＞

★「安全上の支障を及ぼ
す一定の事態」から軽微な
不具合を除外してほしい

●　航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす一定の事態が生じた場合、航空
運送事業者は国土交通大臣に報告しなければならないこととされている（航空法第
１１１条の４）。

●　この一定の事態に、「非常用装置の不具合が発生した事態」「運用限界を超え
た事態」が含まれている（航空法施行規則第２２１条の２）。

●　前者については、そもそも一定の不具合は想定された上で設計されており（シ
ステムの冗長性）、軽微の不具合は問題ではないため、逐次報告する必要性がな
い。

●　後者については、たとえば、左右の燃料タンクのバランスが一時的に悪化した
場合が該当するが、当該事態は、正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態ではな
く、あくまで機材の寿命に関係するものである。

●　不明 ＡＮＡ １９５，２０４
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79 打刻について

＜法律＞
＜省令＞
＜通達＞

★打刻以外の航空機を傷
つけない明認方法を認め
てほしい

●　国土交通大臣は、航空機を登録したときは、遅滞なく、航空機のかまちに打刻
しなければならないこととされている（航空法第８条の３及び航空法施行規則第１１
条）。

●　これに基づき、現在、航空機本体に直接打刻が行われている。

●　打刻により航空機本体に傷をつけることにより、リース機返却時に賠償を請求
されたり、そもそも航空機購入時に打刻を拒まれるといった不都合が生じている。

●　航空機製造会社によると、そのよ
うなルールのある国は見たことがな
いとのこと。

ＰＥＡＣＨ
ＳＫＹ
ＳＦＪ
ＳＮＡ

２２２，２２３，
２２４，２２５

80 放射性物質の取り扱いに
係る規制について

＜告示＞

★危険物の混載禁止を解
除してほしい

●　放射性物質については、一つの機内において、火薬類、高圧ガス、腐食性液
体、引火性液体との混載が禁止されている（航空機による放射性物質等の輸送基
準を定める告示第15条2項）。

●　このような禁止義務を課しているのは日本でだけである。

●　IATA Dangerous Goods
Regulations 第52版には、「航空危険
物第7分類（放射性物質）の隔離に関
わる基準が設定されているのは日本
国政府のみである」との記述がある。

●　ICAO ANNEX18並びにICAO技術
指針において、航空危険物第7分類
（放射性物質）の隔離に関わる記載
はない。

ＪＡＬ １６６

81 機内への液体物の持ち込
みについて

●　我が国では、以下の規制が行われている。
①液体物は100ミリリットル以下の容器に入れること、②液体物の入った容器を再封
可能な容量 リ ト 以下の透明プラ チ ク製袋に余裕を持 て入れる と ③旅

●　国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）が決
定した国際的なルールは、一定以上
の航空保安措置を 国すべての

関空ＡＯＣ ２２８

その他

11

＜－＞

★空港内で購入した免税
品等は持ち込み制限の対
象外としてほしい

可能な容量1リットル以下の透明プラスチック製袋に余裕を持って入れること、③旅
客一人当たりの袋の数は一つとすること、④手荷物検査を効果的に実施するため
にプラスチック袋、およびラップトップコンピューターなどの電子機器はバックから取
り出し、上着類は脱いで別々に検査員に提示すること。

●　保安検査後の免税店などで購入した酒類などは機内持込が可能だが、海外で
乗継ぎをする場合、乗継国のルールに従い、日本の空港で保安検査後に購入した
酒類が没収される可能性もある。

の航空保安措置を１８９ヶ国すべての
締約国が等しく取ることを求めたもの
であり、その結果として、一定以上の
保安レベルが全世界的に確保されて
いる。

82 整備士の搭乗確認制度に
ついて

＜通達＞
＜運用＞

★搭乗確認制度の適用範
囲を明確にしてほしい

●　就航地に整備士を配置せず、整備士が航空機に搭乗して現地で整備業務を実
施する場合、従事者数や運用方法を整備規程附属書に明記するとともに、予め整
備士を指名し、当該整備士に対して訓練を行うこととなっている（通達「搭乗確認制
度の運用について」）。

●　現在、センダー業務（旅客機のエスコートなど）を、航空機に搭乗した整備士が
就航地で行っているが、当該業務は整備業務に当たらないことから、このような場
合は搭乗確認制度に該当せず、前述の通達は適用されないはずであるが、その点
が不明確である。

●　不明 ＡＮＡ
ＰＥＡＣＨ

６３，６４

83 航空局との定例会議につ
いて

＜通達＞
＜運用＞

★負担の少ないやり方を

●　通達により、特定本邦航空運送事業者は、１ヶ月に１回を目安に、航空局（安全
部実務者）と定例会議を開催することとされているところ（通達「航空局と本邦航空
運送事業者との間の定例会議について」）、東京に支社のない事業者にとっては負
担が大きい。

●　当該会議では、各事業者が予め準備した資料に沿って説明しているが、対面で
行う必要性が低い。

●　不明 ＳＦＪ ２２９

★負担の少ないやり方を
検討してほしい

行う必要性が低い。

84 技能証明の発行手続につ
いて

＜－＞

★技能証明試験合格直後
から資格を利用可能として
ほしい。

●　操縦士等技能証明の資格認定において、日本にはテンポラリーライセンス制度
がないため、試験合格後、ライセンスが発給されるまで待ち期間が生じ、その間は
資格が利用できない。

●　米国では、試験を実施するFAA
INSPECTORや民間のEXAMINER
が、TEMPORARY CERTIFICATEを発
行する権限を有している。

ANA
JAL
ＪＢＡＡ

８１，９１，１５
４

85 ＢＡＳＡ等相互承認につい
て

＜運用＞

★BASA等相互承認を推
進してほしい。

●　2009年4月に米国との間で本体協定及び耐空性の実施取り決めまでは締結し
ているが、運航乗務員ライセンス、シミュレーター、整備施設（認定事業場）、整備士
資格、装備品整備等においては相互承認は進んでいない。

※但し、FAAは雇用への影響を懸念し、対応は消極的。

●　（乗員ライセンス）米国とスイスで
相互承認。

●　（シミュレーター）米国、カナダ、シ
ンガポール、オーストラリア等におい
ては既に数カ国と締結。

NCA
ANA
PEACH
JAL
SNA

１０６，１０９，
１１２，１１３，
１１４，１１５，
１１６，１１７

86 【ＢＪ】操縦士の資格証明
について（ビジネスジェット
関係）

＜運用＞

★海外で取得したライセン
スの切替について ＢＡＳ

●外国で取得したライセンスを日本で使用する場合、外国政府が授与した資格証
明を有する操縦士に対して、わが国の試験が必要である。

ＪＢＡＡ
朝日航洋

７７，１５５

スの切替について、ＢＡＳ
Ａが締結されるまでの間、
合理的な運用によって対
応してほしい

87 機長審査の受験時期につ
いて

＜通達＞

★基準月の設定をなくして
ほしい。

●　機長審査については、訓練審査につき「基準月」が設けられ、その前後1ヶ月で
訓練審査を行わなければならない（通達「機長等認定・審査要領」第13条）が、昨今
の電力不足やシミュレータ-の不足、国の審査官や試験官の予定が押さえにくいこ
と等により基準月内に実施するのに苦労している。

●　ICAO基準（ANNEX6 9.4.4）では
「機長の訓練審査は年2回、連続する
4ヶ月内には実施不可」とし、基準月
の設定はない。

SFJ １４６

88 機長の口述試験について

＜運用＞

★口述試験を実技試験と
別の日に実施してほしい。

●　機長審査の実地試験は口述試験および実技試験で構成され、口述試験は実
技に係る試験の一部として実施することとなっている（通達「操縦士実地試験実施
基準」）ことから、運用上、口述試験と実技試験は同一日に実施されている。

●　欧米では、学科訓練終了時に口
述試験を含む学科試験が実施されて
いる。

ANA ８８

技術規制緩和以外の要望
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89 操縦士学科試験・機長審
査の受験機会について

＜運用＞

★試験回数の増加、審査
待ち期間の短縮を図って
ほしい。

①　操縦士学科試験については、年6回の実施となっており、特にATPL（定期運送
用操縦士資格）については原則、年3回の実施となっている。

②　機長審査の実地試験（口述・実技）については、技能審査を前月中旬の審査官
スケジュール会議までに終了していないと路線審査に申請できず、審査待ち期間が
発生する。

③　国による審査については、新規航空会社が増えていることもあり、運航審査官
の予定がなかなか押さえることができず、スケジュール作成に苦慮している。

①　米国では、コンピューターを活用
し随時受験可能。

②③　欧米では、事業者が審査を行
うため、審査待ち期間は発生しない。

ANA
PEACH
SFJ

８３，８４，１４
８，１５０，

90 整備士学科試験の受験機
会について

＜運用＞

★受験機会の頻度・受験
可能回数の増加、合格課
目の有効期間の延長を
図ってほしい。

●　国家整備資格の学科試験機会は、一等航空整備士は年2回、一等航空運航整
備士は年3回である。

●　また、受験可能回数が一等航空整備士は3回、一等航空運航整備士は4回と制
限されている。

●　一度合格した課目の試験免除については、初めて課目合格を得た試験結果通
知日から起算して1年と制限されている。

●　不明 ANA
PEACH

９８，９９

91 運用の改善について

＜運用＞

★法令上届出であるにも
関わらず、実態上承認制

●　通達の解釈範囲が広く、恣意的な運用がなされている。

①　法令上「届出」制度であるにも関わらず、実態上は事前審査を受け、修正等を
経てから届出を行うという「承認」制度化しているものが多々ある。

②

― ＡＮＡ
ＳＦＪ
ＰＥＡＣＨ
ＦＤＡ

２３５，２３６，
２３７，２４０，
２４１，２５１
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関わらず、実態上承認制
度化しているものを是正し
てほしい

②
●　規程類の承認手続において、担当係長と審査官の両方への説明が求められる
ものがあるが、スケジュール等の都合で時間がとれなかったりする等、説明・修正・
申請・承認までのプロセスに時間を要するため、所々の手続を簡素化してほしい。
●　運航者側で判断が可能な程度に、基準が詳細に定められていない。

92 再訓練計画の作成・届出
について

＜運用＞

★届出制の趣旨を徹底
し、趣味的な修正・指導を
しないでほしい。

●　機長審査の不合格者の再審査にあたっては、再訓練計画の作成、届出が必要
となる（通達「機長等認定審査要領細則」1-2-7）が、計画の作成においては、技術
的な内容だけでなく、文章構成や文言修正に関する当局の指導とそれへの対応に
時間を割かれることが多く、担当運航審査官との合意に至るまでに非常に時間を要
している。

●　不明 SFJ １５１

93 運航規程付属書の改訂に
ついて

＜通達＞

★届出できる範囲を拡大
してほしい。

●　運航規程付属書(AOM)の改訂について、製造者のマニュアル通りの規程類の
設定および変更については届出が認められているが、「航空機の性能、諸系統」に
係る事項に制限されている。(通達「運航規程審査要領細則」1-6-2）

●　韓国、香港ではAOMの改訂につ
いては例外なく届出とされている。

JAL １６８

94 規制に係る通達等の公開

＜運用＞

●　規制に係る通達等について、概ねインターネット上公開されているものの、一部
公開されていないものがある。

●　ＩＣＡＯ，先進諸外国の基準はイン
ターネット上で公開されている（一部
有料のものを含む。）

ＳＦＪ ２３０

★通達等は全てインター
ネットで公開してほしい

95 監査基準・頻度の公開

＜運用＞

★基準・頻度を公開してほ
しい

●　監査の基準・頻度が公開されていない。

●　また、監査頻度が高い。

※　例えば、金融庁では、金融庁職員が監督を行うに当たって参考とする「検査マ
ニュアル」等を公開している。

●　米国では、Ｉｎｓｐｅｃｔｏｒｓ　ｈａｎｄｂ
ｏｏｋが公開され、監査項目が明らか
になっている（頻度については不
明）。

ＡＮＡ ２４２，２４３

96 自発的安全情報共有制度
について

＜運用＞

★事業者が共有する安全
情報について、非懲罰を
確保しつつ、航空局も共有
すべき

●　航空運送事業者相互において、安全に関わる事象（No,63の対象外）の情報共
有制度を設けている（ASINET）。

●　航空局はこのASINETにはアクセスしないこととしており、航空局がアクセスしな
いことによって、非懲罰が担保され、各事業者内部での自発的報告が行われてい
る。

●　しかしながら、航空局も当該情報を把握しておくことが望ましいと考えられること
から、制度的に非懲罰を担保しつつ、航空局も当該情報を把握すべきである。

●　米国では、EnforcementPolicy
（法執行方針）等によって非懲罰を担
保している。

ANA ２０１，２０２

97 報告制度の一本化につい
て

＜通達＞
＜運用＞

●　我が国においては、不具合事象の報告制度（No.63関係。ＡＳＩＭＳ。国への報告
制度）と各事業者における自発的安全情報共有制度（No.82関係。ＡＳＩＮＥＴ。国は
関与しない。）が併存している。

①　ＡＳＩＭＳに関しては、報告を受けた内容を国が件数をとりまとめ、公表することと
な ているが（航空法第 条の ） より詳細に分析し 公表すべきではないか

●　米国においては、ＡＳＩＡＳという
制度により、安全に関わる事象を分
析・共有する仕組みが設けられてお
り、一定の効果を上げている。

ＡＮＡ ２０３

★国への報告制度と、事
業者間の情報共有制度を
一本化し、かつ、国として
積極的な分析・情報提供
を行ってほしい

なっているが（航空法第１１１条の４）、より詳細に分析し、公表すべきではないか。

②　我が国の航空分野における安全のより一層の確保のためには、両制度を統合
して、国がこれを分析し、事業者と共有することが望ましいのではないか。

98 積極的な情報の提供

＜－＞

★他国の動向、我が国の
施策の方向性について、
より積極的に情報提供して
ほしい

●　他国の動向、日本の施策の方向性等に関して、各社への情報提供が部分的に
しか行われていない。

●　また、他国の規制に関する基準との関係が不明。

●　不明 ＳＦＪ ２３１

99 運航規程の提出方法につ
いて

＜運用＞
＜通達＞

★運航マニュアルの英文
での提出を全面的に認め
てほしい

●　運航規程の附属書（「飛行機運用規程」）については、航空局安全部航空事業
安全室長の承認を受けなければならないこととされている。

●　この附属書のうち、「第4章　緊急/故障時操作」については英文での提出が認
められているが、その他の部分については英文での提出が認められていない。

●　飛行機運用規程は、製造会社が作成したマニュアルを下敷きに作成されるの
が一般的であるところ、マニュアルは英文であるため、飛行機運用規程（全体）も英
文で作成することが効率的であり、かつ誤訳の恐れがなく安全である。

－ ＳＫＹ
ＪＢＡＡ

２４９
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100 申請等の電子化

＜運用＞

★電子媒体による申請を
認めてほしい

●　申請は実態として書面で行われている。

●　なお、現状では、航空運送事業に係る申請等一部の申請についてのみ電子化
されている。

－ ＡＮＡ
ＮＣＡ

８２，２３４

101 配布マニュアルの電子化

＜運用＞

★電子媒体によるマニュア
ルの提出を認めてほしい

●　現在、航空局、地方航空局に紙の運航マニュアルを配布しているが（通達「運
航規程審査要領細則」）、紙媒体では分量が膨大で、かなりのコストがかかるため、
電子化されたデータが内蔵されているタブレット端末(「アイパッド」や「ガラパゴス」
等)の配布で代用したい。

－ ＳＫＹ ２５０

102 通達の作成方法について

＜運用＞

★通達作成時のパブリック
コメントにおいて、しっかり
と意見を反映してほしい

★通達作成に際しての外
国制度の翻訳はＡＴＥＣで
はなく航空局が行うべき

①　パブリックコメント終了後から通達発出までの期間が短く、提出意見がしっかり
とフィードバックなされずに通達が発出されている。
（さらに言えば、事業者が自己負担で人員を提供しているＡＴＥＣ（財団法人航空輸
送技術研究センター）が通達発出の下地となる他国の制度の翻訳等を行っている
が、こういった事業者の負担が報われない。）

②国際競争力の観点からＡＴＥＣではなくても他国で導入された新しい技術基準を
速やかに作成できる体制が必要

①②　不明 ＡＮＡ ２４４
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103 法令に基づかない通達に
ついて

＜通達＞

★法令に基づかない、通
達のみによる規制を廃止
してほしい

●　法律に基づくものではなく、ＩＡＴＡの手順に基づいて行っているグランドハンドリ
ング業務等（たとえば、航空機についた雪氷を落とす作業）について、通達によって
規制が強化されている。

●　ＩＡＴＡ基準によるもの、当局の許
可によるものが明確に分かれてお
り、ＩＡＴＡ基準によるものについては
契約に基づき事業者が独自に管理し
ている。

ＡＮＡ ２４５

104 規制の特例を認める制度
について

＜通達＞

★米国のように、状況に応
じて通達の例外を認めるこ
とを制度化してほしい

●　通達に沿った運用しか認められていない。 ●　米国においては、エクゼンプショ
ン制度があり、事業者より合理的な
説明があれば、通達等の規定の例
外が認められるよう、制度的に担保
されている。

ＡＮＡ ２３８

105 定期的な規制緩和要望の
機会の確保について

＜運用＞

★定期的な規制緩和要望
の機会を確保してほしい

●　内閣府主導で、原則として半年に一度、規制改革要望の受付を行っている。 ●　不明 ＡＮＡ ２３９

106 【ＢＪ】ルートマニュアルの
届出義務

＜通達＞

★ルートマニュアルの届出
義務は事実上形骸化して
いるので廃止してほしい

●本邦航空運送事業者について、飛行する際に用いるルート・マニュアル（運航規
定審査要領　Ⅱ－13、及び運航規定審査要領細則　項目14）は、運航規程付属書
として届出義務が課せられているが、実態としては運航する都度に届出を行ってお
らず、届け出の規定としては形骸化している。

＜参考＞
ルートマニュアル･･･世界中で公示されている航路図や各飛行場の着陸方式、進入
方式などの航路情報に会社独自の情報を加えたもので、どのようなルートを使用し
て飛行するかを示すもの。

●アメリカではルート・マニュアルは
承認や届け出が必要なマニュアルの
要件に入っておらず、パイロットが所
持していれば良い。

ＪＢＡＡ １８７

107 【ＢＪ】事業用機・自家用機
間の変更手続き(ビジネス
ジェット関係)

＜省令＞

★事業用機と自家用機間
の変更手続きを簡単にし
てほしい

●事業用機については、事業計画での申請の際に国土交通大臣の認可が必要と
なる（航空法第109条、及び航空法施行規則第220条の2）

●自家用機については、航空機登録のみで可能。

●自家用機から事業用機への再変更(復帰)手続きについて、改めて国土交通大臣
の認可が必要。

＜参考＞
申請から認可まで１～２カ月程度の期間がかかる。

●米国では、事業機の変更届出で可
能。

ＪＢＡＡ ２２６

108 【ＢＪ】国が指定する空港以
外への外国籍機の発着に
係る許可申請

＜告示＞

●外国籍機が国の指定する空港（指定飛行場告示）に有償運送のために離着陸す
る場合、24時間前までの申請で可能（航空法第１２６条第５項）。

●神戸空港、県営名古屋空港は、ビジネス航空の活性化のために既にサービスを
提供しているが 当該空港は指定空港でないため 3日前までに申請が必要（航空

●ＩＣＡＯ規定では、各国は国際業務
を取り扱う空港を指定することができ
る。また、指定外空港における申請
手続については各国の判断による。

ＪＢＡＡ １８９

＜告示＞

★指定外空港における許
可申請を簡単にしてほしい

提供しているが、当該空港は指定空港でないため、3日前までに申請が必要（航空
法施行規則２３０条の２）。

●なお、指定外空港の使用については、防衛省への通知が必要なため、防衛省と
の協議が必要。（領空侵犯の疑いがないか確認を取るため）

●米国においては、指定空港（外国
からの乗り入れ可能空港）がほとん
どである。

109 【ＢＪ】外国籍機が本邦に
乗り入れる場合や本邦内
を移動する場合に係る許
可申請

＜省令＞

★本邦乗り入れ及び本法
内の空港発着に係る許可
申請期限を短縮してほしい

●商用目的（自家用機を含む）の場合は、3日前までの申請で可能。

●商用緊急時については、２４時間前までの申請で可能。

●それ以外の場合については、１０日前の申請が必要（給油目的の場合など）。

（本邦乗り入れ：航空法第１３０条の２、施行規則２３４条の２）
（本邦内移動：航空法第１２７条、施行規則２３１３条）

●米国の場合は、管制機関に飛行
計画を提出すれば自由に飛行が可
能（有償飛行：カボタージュは禁止）。

ＪＢＡＡ １９０
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110 【ＢＪ】外国籍機による日本
国内における有償飛行に
ついて(ビジネスジェット関
係)

＜法律＞

★日本国内における有償
飛行を認めてほしい。

●外国籍機による日本国内の２地点間での有償飛行（カボタージュ）については、
自国の航空産業の安定的な経営基盤を確保する観点から禁止されている。

●ビジネスジェットをチャーターして来日した場合でも、入国後の国内移動について
は認められていない（航空法第１３０条の２）。

●ＩＣＡＯでは各国にカボタージュの禁
止を認めているが、ＥＵ内では航空
自由化によってカボタージュも認めら
れている。

●米国では、ビジネス機等について
は、外国籍機が外国から飛来し、同
じ搭乗者で外国へ戻るのであれば、
国内空港を有償で何か所経由しても
良い。

ＪＢＡＡ １９１

111 【ＢＪ】東京国際空港発着
枠取得に関するビジネス
ジェットの申請手続の柔軟
化(ビジネスジェット関係)

＜通達＞

★発着枠の決定時期を早
めてほしい

●東京国際空港については、前月15日までに発着枠申請及び前月25日までに発
着枠を決定。
枠に余裕がある場合、当日申請が可能（H22年10月より緩和）。
※公用機枠での運用であり、公用機等の優先順位の高い航空機に優先的に枠が
与えられる。

※航空局通達｢ジェネラルアビエーションによる東京国際空港の利用について｣国空
総第1672号、第1673号
※航空局長通達｢東京国際空港における小型機等の離発着規制について｣空航第
479号
※｢国内ゼネアビ受け入れ要領｣東事総第64号
※国際航空課長通達｢東京国際空港の発着調整基準に係る運用基準について｣平
成22年10月29日付け

●香港では、出発の30分前までに管
制塔に申請することで可能。

ＪＢＡＡ １９２

112 【ＢＪ】東京港国際空港に ●ゼネアビ用の駐機スポット数は 12スポット （この他 国際ゼネアビの搭乗者の ●ＩＣＡＯ規定では 自走方式の場合 ＪＢＡＡ ―
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112 【ＢＪ】東京港国際空港に
おける駐機スポットの増
設、駐機方法の改善(ビジ
ネスジェット関係)

＜運用＞

★スポットの増設又は駐
機方法の改善

●ゼネアビ用の駐機スポット数は、12スポット。（この他、国際ゼネアビの搭乗者の
乗降専用駐機スポットが4スポット）

●自走式の場合、飛行機の大きさにより機体間隔に制限がある（ＩＣＡＯ基準に準
拠）。

●トーイング方式の場合は、機体間隔に関する定めは無いが、できる限り自走式の
場合と同様の取り扱いをすることとなっており、各空港にて機体間隔を縮小する場
合は、翼端監視員の配置などの安全対策を講じるべきとされている（平成２年「エプ
ロン運用上における航空機のクリアランスについて」事務連絡）。

●羽田空港では自走式の運用がなされている。

※｢ジェネラルアビエーションによる東京国際庫空港の利用について｣国総第768号

●７日間となっている駐機制限を１０日に延長して頂きたい。

●ＩＣＡＯ規定では、自走方式の場合
に飛行機の大きさにより機体間隔に
制限があるが、トーイング方式の場
合、機体間隔に関する定めは無い。

●中国、香港ではトーイング方式に
よる運用。

●シンガポールでは、チャンギ空港
の不足時は、セレタ空港で駐機す
る。またF１開催時など混雑期は駐機
間隔を狭めて対応する。

ＪＢＡＡ ―

113 【ＢＪ】スポットの使用につ
いて(ビジネスジェット関係)

＜運用＞

★エアラインが使用しない
スポットを短時間でも使わ
せてほしい

●特に３種空港において、予備スポットをエアラインのために確保する運用が行わ
れている空港があり、小型機用SPOTの使用状況がタイトな場合であっても、予備
SPOTの使用について事前に調整ができず、当日ベースの調整しかできない。その
ため、ビジネスジェットの運航計画を立てることができない。

●予備SPOTの使用について、旅客の乗降のための短時間使用については事前調
整可能とすれば、ビジネスジェットの発展に寄与する。

●諸外国においては、ビジネスジェッ
ト用のハンドリングを行う施設（FOB）
が充実している。

朝日航洋 ２３３

114 【ＢＪ】都心のヘリポ トの ●航空法の規定によるヘリポ トの設置許可を受けていないビル屋上の施設にお ●不明 ＪＢＡＡ １９４ ２０６114 【ＢＪ】都心のヘリポートの
利用

＜省令＞

★都心の屋上ヘリポートを
利用しやすくしてほしい

●航空法の規定によるヘリポートの設置許可を受けていないビル屋上の施設にお
いて、ヘリコプターの離発着は緊急時等を除き認められていない。

●都内の多くのビル屋上にヘリポートがあるにもかかわらず、設置許可を受けてい
ないため、使用時毎に、離発着に関する許可を受けた場合にしか使用できない。

●ヘリポートの設置許可を受けるには、公聴会や審査などが必要であり、手続きに
5ヶ月程度の時間を要するうえ、ヘリポートとして繰返しの使用に耐え得る構造設計
や、附帯施設の設置なども必要（航空法第38条「空港等の設置許可申請」）

●不明 ＪＢＡＡ
エクセル
・森ビル

１９４，２０６

115 【ＢＪ】ヘリコプターの着陸
申請について(ビジネス
ジェット関係)

＜運用＞

★場外離着陸場の使用要
件を緩和してほしい

●ヘリコプターの特性として、一定の広さがあればどこにでも着陸できることがあげ
られるが、場外申請をする場合は原則2週間の申請許可期間が必要なため、機会
を喪失することがある。

●各航空運送事業者は、運航規程に場外離着陸場の基準を設けており、航空局の
承認を得ている。

●不明 エクセル
・森ビル

１７２

116 航空機製造事業法による
規制について（※経産省
関係）

●　航空法においては、国土交通大臣は、航空機の整備等を行う事業場を認定す
ることとされている（航空法第２０条）。

●　これに加え、航空機製造事業法においては、経済産業大臣は、航空機の製造
等を行う者（航空運送事業者等が自ら行う場合を除く。）は、工場ごとに許可を受け
なければならないこととされている（航空機製造事業法第２条の２）。

●　不明 ＰＥＡＣＨ
ＪＡＬ

３５，３６

117 搭載すべき無線設備に ● 無線設備に いては 航空法上 航空機に２ 搭載しなければならないこととさ ● 米国においては 洋上を飛行す ＪＡＬ １３１117 搭載すべき無線設備につ
いて
（※総務省関係）

●　無線設備については、航空法上、航空機に２つ搭載しなければならないこととさ
れている（航空法施行規則第１４７条第１号）。

●　一方、電波法は、搭載する無線設備の種類について、ＶＨＦ式とＨＦ式の２種類
のみを認めている。

●　洋上を飛行する場合、ＶＨＦ式は圏外となってしまうため、特に国際線はＨＦ式を
２つ搭載する必要があるが、ＨＦ式は非常に高価である。

●　米国においては、洋上を飛行す
る場合について、一定の条件下でＨＦ
式に替えてＳＡＴＣＯＭ式を使用する
ことが認められている。

ＪＡＬ １３１

118 無線設備に関する検査等
について
（※総務省関係）

●　航空機に搭載する無線設備については、国土交通省及び総務省双方が所管し
ている。

●　無線設備に係る検査は煩雑であり、手続き等にも時間、費用がかかる。

（参考）
規制制度改革に係る方針（２０１１年４月８日）において、総務省は平成２３年度中に
検討・結論を得ることとしている。

●　諸外国において同様の制度は確
認されていない。

ＮＣＡ
ＰＥＡＣＨ
ＡＤＯ

１３２，１３３，
１３４

119 内航機と外航機の取扱に
ついて
（※財務省関係）

●　税制上の理由から、国内線運航便と国際線運航便との変更手続きに時間がか
かるため、効率的な機材活用に支障がでている。

●　当該変更手続きを簡素化してほしい。

ＰＥＡＣＨ １７８
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